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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーク配列を有するスケールと、
　前記マーク配列の一部を検出し、該一部に対応するデータ列を出力する検出部と、
　複数の符号列のそれぞれと前記スケールの絶対位置との対応関係を示す情報を記憶する
記憶部と、
　前記記憶部と接続された処理部と、を有し、
　前記処理部は、
　前記データ列と、前記情報における前記複数の符号列の一部としての複数の符号列のそ
れぞれとの間の相関度に基づいて、前記データ列の誤りを検出し、
　前記誤りに基づいて、前記情報における前記複数の符号列の一部としての複数の符号列
の書換えを行い、
　前記データ列と前記情報とに基づいて、前記絶対位置の情報を出力する
　ことを特徴とするアブソリュートエンコーダ。
【請求項２】
　前記処理部は、
　前記データ列に関して符号列を探索して、前記データ列との相関度が最も高い符号列に
対応する前記絶対位置を決定し、
　前記決定された絶対位置に対応する前記符号列の前記データ列に対する不一致箇所を特
定することにより誤りを検出し、
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　前記決定された絶対位置に対応する前記符号列の前記データ列に対する不一致箇所と、
前記決定された絶対位置に隣接する複数の絶対位置に対応する複数の符号列それぞれの前
記不一致箇所に対応する箇所とに、前記データ列を用いて前記書換えを行う
　ことを特徴とする請求項１に記載のアブソリュートエンコーダ。
【請求項３】
　前記処理部は、前記データ列の所定数の上位ビットおよび所定数の下位ビットにおける
誤りを検出することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のアブソリュートエンコ
ーダ。
【請求項４】
　前記複数の符号列は、Ｍ系列符号から順次シフトして切り出して得た複数の符号列であ
り、
　複数の前記絶対位置が、昇順または降順の複数の２進符号で表されていることを特徴と
する請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載のアブソリュートエンコーダ。
【請求項５】
　前記絶対位置は、前記記憶部のアドレスによって表されていることを特徴とする請求項
４に記載のアブソリュートエンコーダ。
【請求項６】
　前記処理部は、前記相関度に基づいて、エラーを出力することを特徴とする請求項１乃
至５のうちいずれか１項に記載のアブソリュートエンコーダ。
【請求項７】
　前記情報は、前記複数の符号列のそれぞれについて、前記書換えを行われた回数の情報
を含むことを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載のアブソリュートエン
コーダ。
【請求項８】
　前記処理部は、前記回数の情報を出力することを特徴とする請求項７に記載のアブソリ
ュートエンコーダ。
【請求項９】
　前記処理部は、前記相関度としてハミング距離を用いることを特徴とする請求項１乃至
８のうちいずれか１項に記載のアブソリュートエンコーダ。
【請求項１０】
　前記マーク配列は、間隙をもって配列された互いに特性の異なる複数種類のマークを含
むことを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか１項に記載のアブソリュートエンコー
ダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置又は角度計測を行うためのアブソリュートエンコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、機械装置のステージ位置を計測する目的で、アブソリュートエンコーダが用いら
れる。アブソリュートリニアエンコーダは、スケール上に、１，０の符号に対応させたパ
ターンを記録しておき、それを光学的または電磁的に検出する。特許文献１には、スケー
ルの移動方向に１，０の符号に対応させて反射率の異なる格子を配列する方式のアブソリ
ュートエンコーダが開示されている。
【０００３】
　ところで、スケールの欠陥（スケール上のゴミや格子の傷等）の影響で反射率が変化し
符号の検出を誤る可能性があるため、その誤りを検出して警告を出力する方法が知られて
いる。
【０００４】
　特許文献２は、ｍ個（ｍは２以上）のセンサで検出されるｍ個の符号Ｘｉ（ｉ＝１、・
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・・、ｍ）がｆ（Ｘ１、・・・、Ｘｍ）＝定数Ｃ（ｆ：関数）なる方程式を満足するよう
な１トラック型アブソリュートパターンでトラックを構成する。当該センサの出力を用い
て方程式ｆの数値解を求め、該数値解と定数Ｃとを比較して、異なる場合に警告信号を出
力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－３７３９２号公報
【特許文献２】特開平３－２７４４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２のような方法では、検出部がエラーの原因箇所を通過している期間は、正し
い絶対位置情報を獲得できない。もちろん、エラーの原因箇所が検出領域から外れれば、
正しい位置情報が出力される。そのため、従来は、上記のような期間においては、速度情
報などを基に推定して得た位置情報を出力する程度であった。
【０００７】
　本発明は、スケールの欠陥に対して出力の正確さの点で有利なアブソリュートエンコー
ダを提供することを例示的目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面によれば、マーク配列を有するスケールと、前記マーク配列の一部を検
出し、該一部に対応するデータ列を出力する検出部と、複数の符号列のそれぞれと前記ス
ケールの絶対位置との対応関係を示す情報を記憶する記憶部と、前記記憶部と接続された
処理部とを有し、前記処理部は、前記データ列と、前記情報における前記複数の符号列の
一部としての複数の符号列のそれぞれとの間の相関度に基づいて、前記データ列の誤りを
検出し、前記誤りに基づいて、前記情報における前記複数の符号列の一部としての複数の
符号列の書換えを行い、前記データ列と前記情報とに基づいて、前記絶対位置の情報を出
力することを特徴とするアブソリュートエンコーダが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、例えば、スケールの欠陥に対して出力の正確さの点で有利なアブソリ
ュートエンコーダが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態のアブソリュートエンコーダの構成とその信号処理アルゴリズムの
説明図。
【図２】、
【図３】スケールの移動により受光素子アレイの波形が変動することの説明図。
【図４】、
【図５】、
【図６】、
【図７】符号データの変動と照合された参照データとの関係と参照データの書き換えの説
明図。
【図８】第２実施形態のアブソリュートエンコーダの構成とその信号処理アルゴリズムの
説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。本発明は以下
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の実施に有利な具体例を示すにすぎない。
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また、以下の実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の課題解決
のために必須のものであるとは限らない。なお、各図において、同一の部材については、
同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１２】
　＜第１実施形態＞
　図１は、第１実施形態のアブソリュートエンコーダの構成とその信号処理アルゴリズム
の説明図である。発光素子ＬＥＤから射出された光束は、コリメータレンズＬＮＳによっ
て平行光束にされ、マーク配列を有するスケールＳＣＬを照明する。スケールＳＣＬのマ
ーク配列は例えば、１，０の符号に対応する格子パターンで表される。格子パターンは、
透過率又は反射率の大小によって形成される。具体的には例えば、スケールＳＣＬには、
透過部と非透過部の格子パターンのうちの透過部に、選択的に半透過膜が設けられている
。透過光は、エンコーダヘッドＥＨの受光素子アレイＰＤＡ上に投影される。半透過膜の
付与のルールとして、例えば16ビットのＭ系列符号が用いられる。エンコーダヘッドＥＨ
は、スケールのマーク配列の一部を検出し、それに対応するデータ列を出力する検出部と
して機能する。なお、エンコーダヘッドＥＨの駆動はエンコーダヘッド制御部ＣＴＬによ
って制御される。
【００１３】
　図１では、スケールＳＣＬの横線が記された部分の開口が半透過膜である。よって、受
光素子アレイＰＤＡ上には、半透過膜により部分的に光量が半分の明暗パターンが投影さ
れる。また受光素子アレイＰＤＡは、例えば、明暗パターン１周期に対して12の素子に対
応しており、20周期分を受光している。よって、受光素子アレイＰＤＡからは240素子分
の振幅変調周期信号が出力される。振幅変調周期信号は信号処理部ＳＰに渡され、ＡＤ変
換部１０１でＡ／Ｄ変換され、その後、以下の２つの演算ブロックに引き渡される。
【００１４】
　まず、符号データ演算部１０２は、極大値に相当する素子を予め選択した後で、その素
子の出力と閾値を比較し符号データ列を算出する。この符号データ列は、透過/半透過と
して16ビットのＭ系列符号に従って格子パターンが形成されたスケールの特定の20ビット
分の領域を復調した情報に相当し、更に中央部の18ビットを取り出したものである。この
情報から、後述の演算により整数部の絶対位置情報が取得される。
【００１５】
　また、位相演算部１０３は、振幅変調された周期信号波形と２つの基準位相周期信号波
形との内積をそれぞれ演算し、更にそれぞれの総和を求める。位相演算部１０３はその後
、求めた総和から、インクリメンタルエンコーダＡ相，Ｂ相信号相当を生成し、それらか
らアークタンジェント演算にて位相θを求める。位相θは、小数部の絶対位置情報となり
、内挿信号である。ただし、本発明は符号復調に関するものであるため、以降の位相演算
の説明は省略する。
【００１６】
　図２、図３は、スケールＳＣＬの移動により、振幅変調周期信号が移動（変化）してい
く様子を示している。図２（Ａ）～図３（Ｂ）において、時刻Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４，
Ｔ５とスケールの位置が１ピッチずつ左に移動する例が示される。Ｍ系列符号がそのまま
スケール上に記録してあるので、スケールが紙面左に１ビット（１格子ピッチ）分だけず
れると、それに対応して、Ｍ系列符号も１ビット分、シフトする。この操作を繰り返すと
、やがて同じ符号列がやってくる。これはＭ系列符号が巡回符号の１つであるためであり
、この巡回周期長は、ビット数をＮとして、全部０の符号列を加えると、2Nとなる。Ｍ系
列符号を16ビット、スケールの透過/非透過のピッチを80μmとすると、5.2m相当の長さを
、80μm刻みで65536通りの絶対位置で表現することができる。ただし、絶対位置情報は、
通常は0から順に1,2,3,…,65536の昇順または降順で表現する方が使い勝手がよいため、
通常はＭ系列符号を純２進符号に変換してから絶対位置情報として出力する。
【００１７】
　純２進変換部１０４は、複数の参照データ列のそれぞれについて参照データ列とスケー
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ルの絶対位置情報との対応関係を記述したテーブルを利用する。このテーブルは記憶部で
あるメモリ１５０に記憶される。テーブルにおける複数の参照データ列のそれぞれは、格
子パターンにおけるＭ系列符号を順次シフト（例えば１ビットシフト）して切り出して得
たデータ列である。純２進変換部１０４は、メモリ１５０のアドレスを指定してそのアド
レスのデータを参照することで純２進数への変換を行う。例えば、Ｍ系列符号をメモリ上
のアドレスに対応させる。Ｍ系列符号が16ビットであれば、そのアドレス数は65536とな
る。
【００１８】
　しかし、スケールの透過部にゴミが付着すると透過光量が低下し、例えば本来は符号１
と判定すべき箇所を符号０と誤る場合がある。誤って読み取った16ビットの符号列は、前
後の関係がもはやＭ系列のルールから逸脱し、同じ符号が本来とは違う場所にも存在する
ことになる。このため、このようなＭ系列符号をアドレスに対応させてそのデータを参照
する方式を用いると、傷又は汚れ箇所で誤った純２進絶対位置情報を出力してしまうこと
がある。なお、図２、図３ではスケールの傷又は汚れ箇所が×印で表されている。
【００１９】
　そこで、純２進変換部１０４は、図４～図７に示すように、絶対位置情報をアドレスに
して、そのアドレス内に符号列データを保持する方法を採用する。更に、アドレス内の符
号列データとして初期状態は例えばＭ系列符号とし、後述の書換えアルゴリズムに従い部
分的に書換えを行いＭ系列符号のルール逸脱を許容することにする。
【００２０】
　以下、本実施形態におけるデータ処理アルゴリズムを説明する。
【００２１】
　20ビット分の復調された情報のうち、同時に算出された位相演算値に応じて中央部の18
ビットを選択する。これを符号データとする。純２進変換部１０４は例えば、65536個の
各アドレスに対応して16ビットＭ系列符号を18ビット分ずつ順に収容したテーブルを含む
。個々の18ビットデータを参照データとする。
【００２２】
　処理部１０５は、取得した符号データ列を、それぞれの参照データ列と照合する。すな
わち、符号データ列と一致する参照データ列が探索される。最初は、スケールに傷、汚れ
、あるいはゴミがない箇所から開始すると規定する（図２（Ａ）参照）。そうすると、必
ず１つだけ完全一致の参照データが見つかり（１０５ａ）、その箇所に対応するアドレス
値が絶対位置情報として決定される（１０６）。例えば図２（Ａ）に対応する図４（Ａ）
において、時刻Ｔ１における符号データと一致する参照データのアドレスは１２３８であ
るので、それが整数部の絶対位置として決定される。その後、決定された整数部の絶対位
置と位相演算部１０３で決定された小数部の絶対位置とに基づいて、絶対位置が演算、決
定され（１０７）、その絶対位置情報が出力される（１０８）。
【００２３】
　アブソリュートエンコーダを制御に使用する場合は、一定間隔で測定を行うため、例え
ば10μs間隔のサンプリングで、符号パターンを読み取ることになる。ここで、１サンプ
リング周期内にスケールが移動する量が十分小さい場合は、次のアドレス値は前回のアド
レス値の近傍にあるはずである。そこで、その近傍範囲のみで符号データと参照データの
一致する箇所の部分探索を実行し、一致が見つかれば、絶対位置情報（アドレス値）を出
力する。通常（スケールに傷やゴミがない場合）はこれを繰り返すことで、絶対位置情報
を10μs間隔で出力することができる。
【００２４】
　なお、前回の位置近傍±２の５領域を部分探索するのであれば、５クロック程度で探索
を完了できる。そのため、100MHzのクロック信号を用いたFPGA演算システムの場合は、時
間は0.05μs程度となり、サンプリング間隔10μsに影響しない。なお、探索範囲は、速度
情報をもとにそれを加減したり、オフセットさせてもよい。図４（Ｂ）は、次のサンプリ
ング時刻Ｔ２（図２（Ｂ）参照）における状態を示している。図４（Ｂ）において、前回
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の絶対位置のアドレス１２３８を含む５領域を探索領域とし探索した結果、アドレス１２
３９の参照データと一致している。よって整数部の絶対位置情報は１２３９である。
【００２５】
　さて、図２（Ｃ）及び図５（Ａ）に示すように、スケール上に傷やゴミ等の欠陥がある
と、探索しても探索範囲内に一致する参照データが見つからないことになる。以下、本実
施形態における、その場合の対応を図１のフローを参照して説明する。
【００２６】
　信号処理部ＳＰは、符号データ列の符号誤りを検出する符号誤り検出部１０９を含む。
符号誤り検出部１０９は、符号データ列がそれぞれの参照データ列との間の相関度に基づ
いて誤りを検出することができる。例えば、取得された18ビットの符号データ列が参照デ
ータ列と不一致である場合（１０５ｂ）、符号誤り検出部１０９は、所定位置でのみ不一
致の参照データ列を検索する。ここで所定位置とは例えば、参照データ列の最上位ビット
又は最下位ビットから所定数のビットを含む位置とする。すなわち、符号誤り検出部１０
９は、その不一致箇所が端部またはその隣にあるかを判定する。不一致箇所が端部または
その隣にある場合、条件付き一致として（１０９ａ）、その条件付き一致のアドレスを絶
対位置情報として決定する。それも満たさない場合は、正しい位置情報を出力できない旨
のエラー通知を行う（１１０）。
【００２７】
　絶対位置情報が決定された後、書換え部１１１は、その条件付き一致のアドレスの参照
データを読み取りデータで書き換える。更に、隣接した、18のアドレスの該当箇所の参照
データの書換えを次のサンプリングまでに完了させる。この書換えのようすを、図５（Ｂ
）に示す。
【００２８】
　次のサンプリング時は、スケールが更に移動しているため、傷・ゴミに起因するエラー
箇所も一緒に移動していく。ただし上記のとおり、既に参照データが書き換えられている
。このため、新たに18ビットの端部に傷・ゴミが無ければ、新たに設定した探索領域内に
一致する参照データが必ずあることになる。また、端部にさらなる異常があるときは、同
様にその箇所の参照データを書き換え、さらにそれに連続した１８のアドレスの該当箇所
の参照データを書き換える。こうすることで、更にその次の参照データと一致する箇所が
必ず存在するようになる。これらの場合を図３（Ａ）、図６（Ａ）、図６（Ｂ）に示す。
更にスケールが移動した場合の状態を図３（Ｂ）、図７に示す。
【００２９】
　以上のように、参照データの書き換えを行いながら絶対位置情報を出力するアブソリュ
ートエンコーダが実現される。
【００３０】
　なお、参照データの書換えを行った旨を情報やその書換回数の情報を出力すれば、更に
利用者が安心できる。そこで、実施形態において、純２進変換部１０４のテーブルは更に
、各アドレスの参照データの書換え回数のフィールドを含む。信号処理部ＳＰは、この書
換回数のカウントアップを行い（１１２）、その書換回数を出力することができる（１１
３）。図４～図７には、書換回数カウンタの値が例示されている。
【００３１】
　上述の第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
（１）スケール上に少々の欠陥（傷・ゴミ）があっても、正しい絶対位置情報を出力し続
けることができる。
（２）スケールの欠陥（傷、ゴミ）の情報が参照データに反映されるので、何度も繰り返
し使用する場合は、データの不一致に対する対策（書換）を毎回する必要がなく、高速に
動作させることができる。
（３）スケールの欠陥情報を含む参照データが更新されていくので、欠陥情報を取り出す
ことで、品質管理を行うことができる。例えば欠陥率が規定値を超えたときがクリーニン
グ、交換等の時期との判断を行うことができる。
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【００３２】
　＜第２実施形態＞
　図８は、第２実施形態のアブソリュートエンコーダの構成とその信号処理アルゴリズム
の説明図である。符号データを取得するまでの工程は、第１実施形態と同じである。
【００３３】
　本実施形態では、スケール上に傷や欠陥があって、探索してもその探索範囲内に完全一
致の参照データが見つからない場合、符号誤り検出部１０９は、符号の一致度合いを示す
「ハミング距離」を計算する。このとき、例えばハミング距離が一番小さい参照データ列
を採用し、その参照データ列が収容されているアドレスを絶対位置情報として出力する。
すなわち完全一致（ハミング距離が０）も含めてハミング距離が最小となる参照データを
選定するプロセスを採用する。
【００３４】
　なお、ハミング距離が所定上限値を超えた場合は、正しい位置情報を出力できない旨の
エラー通知（１１０）を行うことにしてもよい。図８のフローでは、ハミング距離の上限
を３としている（２０９）。
【００３５】
　参照データ列がハミング距離に基づいて決定された後は、第１実施形態と同様に、不一
致箇所のみ書換えを行えばよい。もちろん常に上書き保存してもよい。また同様に、隣接
した、18のアドレスの参照データを書換えする必要がある。これらの書換えを20クロック
程度で行い、次のサンプリングまでに完了させる。
【００３６】
　次のサンプリング時は、スケールが更に移動しているため、傷・ゴミに起因するエラー
箇所も一緒に移動していく。しかし、既に参照データを書き換えているために、新たに18
ビットの端部に傷・ゴミが無ければ、一致する箇所が必ずあることになる。また更に端部
に異常があるときは、同様にその箇所の参照データを書き換え、さらにそれに連続した１
８のアドレスの該当箇所の参照データを書き換えることで、更にその次の参照データと一
致する箇所が必ず存在するようになる。
【００３７】
　この第２実施形態は、第１実施形態に比べてアルゴリズムを単純化できることが利点で
ある。
【００３８】
　＜他の実施形態＞
　第１及び第２実施形態では、最初はスケールに傷やごみが無い状態で正しく測定が開始
される場合を仮定した。しかし実際には、スケールに傷・ゴミがある箇所から開始される
場合もあるため、以下の処理を追加してもよい。
【００３９】
　まず、スケールに傷・ゴミがある箇所を含んで、18ビット分の符号データを取得すると
、参照データと一致する可能性がほとんどない。そのため、第１及び第２実施形態では、
直ちに「正しい絶対位置情報を出力できない」旨のエラー通知を行うことになる。エンコ
ーダの利用者は、スケールの該当箇所を清掃するか、別の場所から開始するように処置を
行う。
【００４０】
　しかし、第２実施形態の不完全一致も含めて、何らかの参照データを誤って選定してし
まった場合は問題が発生する。その場合、真に正しくない参照データを採用した場合でも
、次のサンプリングにて探索領域内に一致する参照データが見つからないことになる。そ
してこの場合でも、「正しい絶対位置情報を出力できない」旨のエラー通知を行うことで
、誤使用を回避できる。
【００４１】
　しかし、過去に使用中に、スケールの傷・ゴミに対応して、参照データを書き換えた箇
所から再開する場合を想定すると、同じ参照データが複数個所に存在する可能性がある。
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そこで本実施形態では、参照データに、書換えを行ったことを示すマークを入れる。更に
望ましくは、書換回数をアドレス毎に記録する機能を設ける。なお、書換えした参照デー
タは、前後の関係で書換えした参照データも含む。
【００４２】
　書換回数カウンタは例えば、参照データのビットを増やし、その増加ビットに割り当て
る。書換が行われると、その回数をインクリメントする。そうすることで、初回に動作さ
せる際に、読み取りデータと一致した参照データのマークを確認し、その箇所が、１以上
であれば、「正しい絶対位置情報が出力できない」旨のエラー通知を出して別の場所から
開始させるように処置できる。また、書換回数をもとに、スケールの清掃や交換の目安と
して利用することもできる。
【００４３】
　以上の機能を、第１実施形態、第２実施形態に追加することで、更に安全にアブソリュ
ートエンコーダを利用することができる。
【００４４】
　＜実施形態の展開＞
　上述の実施形態は、本発明の主旨の範囲内で、種々の変形および変更が可能である。変
形、変更可能な態様の例を以下に示す。
【００４５】
　１．第１及び第２実施形態では、透過型スケールを用いたが、反射型スケールとし、更
に反射率の高低を符号の1,0に対応させてもよい。また光学系は発散光をスケールに投影
し拡大像を受光素子アレイ上に投影したが、平行光照明にて等倍投影にするなど光学系は
適宜変更可能である。また、受光素子上に到達した光量の大小を符号の1,0に対応させた
が、光量小は零も含む。
【００４６】
　２．第１及び第２実施形態では、符号復調に閾値による判定を行ったが、周期信号波形
の隣接データ間の変動に着目するなど他の方法で、判定し、読み取りデータを取得しても
よい。
【００４７】
　３．第１及び第２実施形態では、受光素子アレイＰＤＡは、明暗１周期を１２の受光素
子で検出するように構成した。しかし、明暗１周期を検出する受光素子の数を３、４、６
、８等に変更してもよい。
【００４８】
　４．上述の実施形態では、振幅変調周期波形の取込波数を20周期として、そこから復調
した20ビットのうち中央部の18ビットを読み取りデータとして、参照データとの一致箇所
を探索した。しかし、振幅変調周期波形の取込波数や、読み取りデータのビット数は、Ｍ
系列符号のビット数以上であればよく、これ以外に変更してもよい。
【００４９】
　５．上述の実施形態では、スケール上の符号列にＭ系列符号を用いたが、それ以外の巡
回符号や、アドレスとデータをセットにした絶対位置符号情報を記録したものを用いるこ
とができる。その場合でも、純２進変換部にて、同様の照合プロセスと、参照データ選定
プロセス、それに対応した絶対位置の確定と出力機能、更に参照データの書き換え機能を
設けることで、全く同様に、スケールの傷・ゴミの影響による誤検出の防止が可能である
。
【００５０】
　６．また、検出部１は、受光素子アレイを含むものを例示したが、それには限定されず
、スケール２に構成されるマークの特性に応じて種々の素子のアレイを含みうるものであ
る。すなわち、当該素子は、複数種類のマークを区別する特性に対応するいかなる物理量
を検出するものであってもよい。スケールに構成されるマーク配列は、間隙をもって配列
された互いに特性の異なる複数種類のマークを含む。例えば、スケールに構成される複数
種類のマークとして、発生する磁界の大きさが互いに異なる複数種類の（永久）磁石を有



(9) JP 6320149 B2 2018.5.9

する場合、検出部１は、ホール素子等の磁気（磁界）検出素子のアレイを採用しうる。
【符号の説明】
【００５１】
ＬＥＤ：発光素子、ＬＮＳ：コリメータレンズ、ＳＣＬ：スケール、１０４：純２進変換
部、１０５：処理部、１０９：符号誤り検出部、１１１：書換え部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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